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関
所
手
形
⏅
読
⎳ 

解
説 

史
料 
享
保
十
八
年
协
一
七
三
三
卐
正
月
五
日 

差
上
申
御
関
所
手
形
之
事 

  

壱
、
旅
の
し
お
り
Ộ
古
文
書
学
習
の
旅
の
道
し
る
べ
Ộ 

 

１
、
見
る 

―

形
態(
料
紙
・
綴
じ
方
・
紙
の
使
い
方 

 
 

―

形
式(

書
式
・
書
き
方 

 

２
、
読
み
取
る 

―

文
字 

―

く
ず
し
字 

 
 

 
―

旧
字
・
異
体
字 

―

当
て
字
字 

３
、
理
解
す
る 

―

文
法 

―

語
法 

 
 

 
―

慣
用
表
現 

 
 

―

知
識 

―

一
般
常
識 

(

当
時
は
ど
の
よ
う
な
制
度
や
慣
習
な
ど
が
あ
ỵ
た
の
か) 

 
 

 
―

執
筆
背
景 

(

そ
の
文
書
は
ど
の
よ
う
な
事
情
で
書
か
れ
た
も
の
か) 

 

弐
、
形
態
・
形
式
の
文
書
を
見
て
み
よ
う 

      

  
 

さかなや 

もんざぶろう 

埼玉県さいたま市
浦和区 〇町〇丁目

〇番地 
 

とれとれおさかなセット 

レ
シ
ổ
ト
に
よ
く
あ
る
形
態 

・
細
⾧
い
感
熱
ロ
ổ
ル
紙 

レ
シ
ổ
ト
に
よ
く
あ
る
形
式 

・
店
名 

・
場
所 

・
年
月
日
時
間 

・
担
当
者
名 

・
品
名 

・
点
数 
・
料
金 

・

小
径 

・
税
金
表
示 

・
合
計 
・
預
か
り
金

額 

・
お
釣
り
金
額 

・
文
末
表
現 
な
ど 

現代の書類にも形式があるね 

古文書の形式もみてみよう！ 
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〇
作
業―

観
察
し
て
み
ま
し
Ỹ
う 

 

 ࢘ 

学
ぶ
項
目 

１
、
見
る 

―

形
態(

料
紙
・
綴
じ
方
・
紙
の
使
い
方 

 
 

 
―

形
式(

書
式
・
書
き
方 

                                       

 

○
記
入
欄 

[ 

題 
 

箋 

] 

[
書
き
出
し 

 
 

] 

一
此
者
同
行
抔
四
人
伊
勢
参
宮
之
者
ニ 

紛
無
御
座
候
乍
恐 

御
関
所
無
相
違
御
通
シ 

被
為
遊
可
被
下
候
仍
而
御
番
所
御
手
形
如
件 

 
 

 

[
差 

 
 

[ 

年 

月 

日
] 

 
 

出 

 
 

 
 

人 

㊞
] 

 
 

[
宛 

先 

] 

〇
観
察
項
目 

・
紙
の
使
い
方
→
[ 

 
 

 
 

 

] 

・
題
箋 

→
[ 

] 

・
書
き
出
し
→
[ 

 
 

 

] 

・
差
出
人
→
[ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

] 

・
年
月
日
→
[ 

 
 

 

] 

・
宛
先 

→
[ 

 
 

 

] 

・
書
式
→
[ 

 
 

 

] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

←
畳
ん
だ
状
態 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

←
広
げ
た
状
態 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

林
家
３
４
３
０) 
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〇
観
察
す
る
た
め
の
知
識 

・
紙
の
使
い
方 

古
文
書
の
用
紙
と
か
た
ち 

○
一
紙
文
書(

い
ỵ
し
も
ん
じ
Ỹ))

の
例 

 
 

 
 

          

 

      

 

          
 

 
 

 
 

 

        

 
 

  

―[

横
二
つ
折
り]

折
紙
(
お
り
が
み
) 

          
 

 
 

 

広
げ
た
状
態 

 
 

 
 

 
 

折
ỵ
た
状
態 

(

加
藤
家
１
６
８
３) 

―[

横
に
半
分]

半
切
紙
(
は
ん
せ
つ
し
) 

         

(

野
中
家
５
３
８
３) 

―[

継
ぐ]

継
紙(

つ
ぎ
が
み) 

                   

(

奥
貫
家
１
２
１
８) 

―
全
紙(
ぜ
ん
し)

―[

使
う]

竪
紙
(
た
て
が
み
) 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

戸
谷
家
３
４
０
２) 

―[

縦
に
半
分]

切
紙 (

き
り
が
み) 

         

(

林
家
３
４
３
０) 

―[

適
宜
切
る] 

切
紙(

き
り
が
み) 

     

   (

相
沢
家
２
４
３
６) 

継

ぐ 

切

る 

折

る 
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○
冊
子
文
書(

さ
ỵ
し
も
ん
じ
Ỹ)

の
例 

 
 

                                        

―[

折
紙
を
更
に
縦
折
り
し
重
ね
て
綴
じ
る] 

横
半
丁(

よ
こ
は
ん
ち
Ỹ
う) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

→
下
は
開
い
た
様
子 

       

(

諸
井
家
７
９
０) 

―[

折
紙
を
重
ね
て
綴
じ
る]

横
帳(

よ
こ
ち
Ỹ
う)

・
⾧
帳(

な
が
ち
Ỹ
う) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

→
上
か
ら
開
い
て
み
る
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

折
り
た
た
ま
れ
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

い
る
こ
と
が
わ
か
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

畳
ま
れ
て
い
る
中
面 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
は
、
文
字
は
書
か
れ
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

い
な
い
。 

 

   

(

諸
井
家
２
４
５) 

―[
全
紙
の
縦
折
り
を
袋
綴
じ]

竪
帳(

た
て
ち
Ỹ
う) 

            

(

会
田
家
１
１
１
５) 
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参
、
文
書
の
内
容
を
見
て
み
よ
う 

〇
付
箋
の
文
字
を
読
ん
で
み
よ
う 

※
２
ｐ
に
記
入
欄
が
あ
り
ま
す
。 

      

〇
「
関
所
」〔
近
世
〕
近
世
の
関
所
と
は
「
出
女
・
入
鉄
炮
」
を
統
制
す
る
た
め
に
、
江
戸
幕
府
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
関
所
施
設
を
い

う
。(

中
略) 

か
く
し
て
、
十
八
世
紀
前
期
に
近
世
関
所
と
同
制
度
は
完
成
し
た
が
、
こ
の
段
階
の
関
所
は
最
重
要
の
関
所
の
箱
根
・
今
切
・
碓
氷

を
は
じ
め
と
し
て
五
十
三
を
数
え
、
こ
れ
に
海
上
の
関
の
浦
賀
番
所
が
加
わ
ỵ
た
。
各
関
所
は
相
互
に
関
連
し
補
い
合
い
、
特
に
重

要
な
関
所
の
周
辺
に
は
そ
れ
を
補
助
す
る
脇
関
・
裏
関
が
設
け
ら
れ
、
両
者
が
一
体
と
な
ỵ
て
取
締
り
の
効
果
を
あ
げ
た
。
ま
た
、

こ
の
期
の
関
所
は
、
重
き
関
所
と
軽
き
関
所
と
に
区
分
さ
れ
、
後
者
の
特
に
藩
領
を
除
く
軽
格
関
所
の
場
合
は
、
番
所
ま
た
は
口
留

番
所
と
も
よ
ば
れ
、
ま
た
口
留
番
所
と
し
て
の
法
的
取
扱
い
を
う
け
た
。 

(

中
略) 

関
所
の
改
め
方
は
、
箱
根
の
代
り
に
今
切
で

厳
重
な
鉄
砲
改
め
を
す
る
よ
う
に
、
各
関
所
は
「
出
女
・
入
鉄
炮
」
統
制
の
た
め
に
、
女
と
鉄
砲
を
は
じ
め
と
す
る
武
器
の
検
閲
を

有
機
的
結
び
つ
き
を
も
ỵ
て
実
施
し
た
。
通
関
に
は
証
文
改
め
を
す
る
が
、
そ
の
改
め
は
、
人
は
女
を
中
心
と
し
、
禅
尼
・
尼
・
比

丘
尼
・
髪
切
・
小
女
の
ほ
か
、
乱
心
者
・
手
負
・
囚
人
・
首
・
死
骸
は
男
女
と
も
に
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
、
留
守
居
証
文
が
な
け

れ
ば
江
戸
よ
り
出
国
は
か
な
わ
な
か
ỵ
た
。
ま
た
、
鉄
砲
を
は
じ
め
と
す
る
武
器
も
改
め
ら
れ
、
特
に
江
戸
へ
の
入
鉄
炮
は
、
厳
重

に
老
中
・
留
守
居
証
文
を
以
て
統
制
さ
れ
た
。
関
所
破
り
の
防
止
対
策
も
含
め
て
、
箱
根
・
碓
氷
・
気
賀
・
狩
宿
な
ど
で
は
要
害
地

や
要
害
村
を
定
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
の
ち
に
は
間
道
を
利
用
し
関
所
を
避
け
る
こ
と
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
ỵ

た
。
ペ
リ
ổ
来
航
後
の
急
速
な
幕
府
権
力
失
墜
の
な
か
で
、
文
久
二
年
(
一
八
六
二
)
参
勤
交
代
制
変
更
に
よ
り
、
大
名
の
妻
子
の

帰
国
が
許
可
さ
れ
、
そ
の
後
、
慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
八
月
に
は
関
所
改
の
大
幅
緩
和
が
な
さ
れ
た
が
、
幕
府
の
崩
壊
に
よ
り
、

明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
正
月
に
関
所
は
廃
止
さ
れ
た
。
諸
藩
に
お
け
る
口
留
番
所
の
廃
止
は
そ
の
二
年
後
で
あ
ỵ
た
。 

(
深
井 

甚
三
)
せ
き
し
Ỹ
【
関
所
】『
国
史
大
辞
典
』 

〇
「
往
来
手
形(

お
う
ら
い
て
が
た)

」 

江
戸
時
代
、
庶
民
が
旅
行
す
る
際
必
ず
携
行
し
た
身
許
証
明
書
。
往
来
一
札
と
も
い
う
。
発
行
者
は
主
と
し
て
菩
提
寺
、
時
に
庄
屋

(
名
主
)・
組
頭
連
署
に
よ
る
場
合
も
あ
ỵ
た
。
書
式
は
、
は
じ
め
に
手
形
所
持
者
の
住
所
と
名
前
、
女
性
の
場
合
は
誰
々
母
、
妹
と

続
柄
を
も
記
し
、
次
に
宗
旨
名
お
よ
び
当
寺
の
檀
那
で
あ
る
こ
と
を
明
記
、
さ
ら
に
諸
国
神
社
仏
閣
参
詣
・
西
国
并
四
国
順
礼
、
ま

た
は
温
泉
場
湯
治
な
ど
と
旅
行
の
目
的
を
記
し
、
終
り
に
、
途
中
行
き
暮
れ
た
場
合
に
は
旅
宿
の
世
話
を
、
病
死
し
た
場
合
に
は
そ

の
所
の
作
法
に
よ
る
処
置
を
依
頼
し
、
つ
い
で
の
節
故
郷
に
お
知
ら
せ
下
さ
れ
た
い
と
む
す
ぶ
。
宛
名
も
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
が

精
粗
が
あ
り
、
国
々
御
関
所
御
役
人
衆
中
・
宿
々
問
屋
御
役
人
衆
中
・
村
々
御
役
人
衆
中
・
川
々
御
役
人
衆
中
と
連
記
し
た
も
の
か

ら
、
諸
国
所
々
御
役
人
衆
中
と
の
み
記
し
た
簡
単
な
も
の
も
あ
る
。
本
人
が
常
に
所
持
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
定
の
宛
名
を

必
要
と
せ
ず
、
形
式
的
に
記
せ
ば
よ
か
ỵ
た
の
で
あ
る
。 

往
来
手
形
と
同
種
で
は
あ
る
が
性
格
の
異
な
る
も
の
に
、
関
所
手
形
が
あ
る
。
通
手
形
・
関
所
証
文
・
関
所
切
手
と
も
い
い
、
関
所

通
行
の
際
に
は
是
非
必
要
な
特
殊
許
可
証
で
あ
り
、
往
来
手
形
が
庶
民
の
み
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
身
分
の
上
下
を
問

わ
ず
必
要
と
し
た
。
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
過
所
、
ま
た
は
過
書
と
い
い
、
関
所
の
通
過
許
可
証
で
あ
ỵ
た
が
、
近
世
に
至
ỵ
て

大
き
く
変
化
し
た
。
男
子
は
特
に
関
所
手
形
を
必
要
と
せ
ず
、
所
持
す
る
往
来
手
形
の
検
閲
を
受
け
る
の
み
で
事
足
り
た
が
、
女
子

の
場
合
は
全
く
こ
れ
と
異
な
り
、
往
来
手
形
と
は
関
係
な
く
上
り
・
下
り
を
区
別
し
、
地
域
を
分
け
た
特
定
の
発
行
者
に
よ
る
女
手

形
を
関
所
へ
提
出
す
る
義
務
が
あ
ỵ
た
。
囚
人
・
乱
心
・
手
負
い
・
死
骸
な
ど
の
、
常
態
で
な
い
者
の
場
合
も
、
男
女
の
別
な
く
所

定
の
手
形
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
鉄
砲
を
輸
送
す
る
時
も
、
江
戸
に
入
る
場
合
に
限
ỵ
て
老
中
の
発
行
す
る
鉄
炮
手
形
を
必
要
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と
し
た
。
厳
重
な
改
め
を
終
え
て
関
所
に
収
納
さ
れ
た
手
形
は
、『
所
司
代
よ
り
被
出
候
下
り
女
手
形
扣
帳
』『
御
留
守
居
衆
よ
り
被

出
候
登
り
女
手
形
扣
帳
』『
従
諸
国
下
ル
女
手
形
扣
帳
』『
従
駿
河
国
遠
江
国
登
ル
女
手
形
扣
帳
』『
伊
勢
参
宮
仏
詣
湯
治
順
礼
女
登

下
書
替
手
形
扣
帳
』『
鉄
砲
手
形
扣
帳
』
等
の
帳
簿
に
分
類
浄
書
さ
れ
、
囚
人
・
乱
心
・
手
負
い
な
ど
の
特
殊
手
形
も
す
べ
て
女
手
形

の
一
種
と
し
て
処
理
さ
れ
て
幕
府
に
報
告
さ
れ
た
。
幕
府
は
こ
れ
に
よ
ỵ
て
、
江
戸
に
入
る
鉄
砲
、
江
戸
を
出
る
女
な
ど
、
い
わ
ゆ

る
「
入
り
鉄
炮
に
出
女
」
の
実
態
を
知
悉
し
、
江
戸
防
衛
の
た
め
の
重
要
資
料
と
し
た
。
し
た
が
ỵ
て
、
関
所
手
形
は
通
過
す
る
関

所
ご
と
に
提
出
し
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
江
戸
を
出
て
東
海
道
を
上
る
女
は
、
箱
根
・
新
居
と
、
宛
名
の
み
異
な
る
同
一
文
面
の
手

形
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
三
月
以
降
、
関
所
手
形
の
発
行
・
書
式
は
著
し
く
簡
略
化
さ
れ
た
が
、
逆
に

従
来
不
要
で
あ
ỵ
た
男
子
に
も
、
女
子
と
同
様
簡
単
な
男
手
形
が
必
要
と
な
ỵ
た
。
住
所
・
氏
名
・
目
的
地
を
記
す
程
度
で
、
武
士

の
場
合
は
上
司
、
庶
民
の
場
合
は
庄
屋
か
組
頭
が
発
行
し
た
。
慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
八
月
、
こ
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。→

入

鉄
炮
に
出
女
(
い
り
で
ỵ
ぽ
う
に
で
お
ん
な
),→

女
手
形
(
お
ん
な
て
が
た
),→

鉄
炮
手
形
(
て
ỵ
ぽ
う
て
が
た
)(
近
藤 

恒
次
) 

お
う
ら
い
て
が
た
【
往
来
手
形
】『 

国
史
大
辞
典
』  

○
取
り
調
べ
の
実
態 

旅
行
の
手
続
き 

 

幕
藩
制
社
会
は
庶
民
の
旅
行
に
対
し
て
諸
々
の
規
制
が
あ
ỵ
た
が
、
元
禄
期
ご
ろ
よ
り
寺
社
へ
の
参
詣
風
習
が
一
層
広
ま
り
、
正

規
の
手
続
き
を
経
な
い
抜
参
り
も
流
行
し
た
。
し
か
し
、
抜
参
り
で
は
旅
行
中
の
安
全
が
保
証
さ
れ
な
い
か
ら
、
一
般
に
は
旅
行
に

先
立
ỵ
て
武
家
の
場
合
に
は
そ
の
領
主
の
所
轄
役
人
、
庶
民
の
場
合
に
は
そ
の
主
人
か
ら
町
・
村
役
人
へ
届
出
て
、
旅
行
証
明
書
と

も
言
う
べ
き
往
来
手
形
や
関
所
手
形
を
受
け
た
。 

 

男
性
の
旅
行
は
特
殊
事
情
が
な
い
限
り
、
そ
の
主
人
に
届
け
、
往
来
手
形
を
持
参
す
る
だ
け
で
旅
立
ち
が
可
能
で
あ
り
、
関
所
の

通
貨
に
も
原
則
と
し
て
手
形
を
必
要
と
し
な
か
ỵ
た
。
し
か
し
、
男
性
の
場
合
で
も
多
く
は
関
所
で
の
取
調
べ
の
煩
わ
し
さ
を
避
け

る
た
め
に
発
行
者
・
書
式
等
も
さ
ま
ざ
ま
な
関
所
手
形
を
持
参
し
、
身
分
・
名
前
・
旅
の
目
的
を
聞
か
れ
る
程
度
で
関
所
を
通
過
す

る
と
祝
杯
を
上
げ
た
り
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
女
性
の
旅
行
手
続
き
は
、
そ
の
主
人
か
ら
町
・
村
役
人
の
許
可
を
得
て
、
町
・
村
役
人
か
ら
領
主
へ
届
出
る
、

領
主
か
ら
関
所
手
形
発
行
権
者
へ
そ
の
発
行
を
依
頼
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
非
常
に
煩
雑
で
あ
ỵ
た
。 

(

児
玉
幸
多
『
日
本
交
通
史
』
吉
川
弘
文
館 

平
成
４
年(
１
９
９
２
年) 

２
７
３
頁) 
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〇
先
に
年
月
日
と
差
出
と
宛
先
を
読
ん
で
み
よ
う 

             

 
 

〇
差
出
人
と
宛
名
を
読
ん
で
み
よ
う 

            

○
差
出
人
を
読
む 
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○
江
戸
時
代
の
地
名 

全
国 

                                   

手
塚
氏
収
集
１ 

「
大
日
本
国
郡
輿
地
路
程
全
図 

」 

 

明
治 

４
年(

１
８
７
１)

⾧
赤
水
原
図 

 

・
旧
国
名
表
記
の
頭
文
字
に
州
を
つ
け
た
別
称
で 

 

表
記
さ
れ
る
事
が
あ
る
。 

 
 

武
蔵
国→

武
州 

 

相
模
国→

相
州 

な
ど 

東北地方 

青森県＝ 陸奥 

岩手県＝ 陸中（陸奥） 

宮城県＝ 陸前（陸奥） 

秋田県＝ 羽後（出羽）+陸中（陸奥） 

山形県＝ 羽前+羽後（出羽） 

福島県＝ 岩代（陸奥）+磐城（陸奥） 

 

中部地方 

新潟県＝越後+佐渡 

富山県＝越中 

石川県＝能登+加賀 

福井県＝越前+若狭 

山梨県＝甲斐 

長野県＝信濃 

岐阜県＝美濃+飛騨 

静岡県＝駿河+伊豆+遠江 

愛知県＝尾張+三河 

近畿地方 

三重県＝伊勢+伊賀+志摩+紀伊 

滋賀県＝近江 

京都府＝山城+丹波+丹後 

大阪府＝摂津+和泉+河内 

兵庫県＝播磨+但馬+摂津+丹波+淡路 

奈良県＝大和 

和歌山県＝紀伊 

 

中国地方 

鳥取県＝因幡+伯耆 

島根県＝石見+出雲+隠岐 

岡山県＝備前+備中+美作 

広島県＝備後+安芸 

山口県＝周防+長門 

四国地方 

徳島県＝阿波 

香川県＝讃岐+備前 

愛媛県＝伊予 

高知県＝土佐 

九州地方 

福岡県＝筑前+筑後+豊前 

佐賀県＝肥前 

長崎県＝肥前+壱岐+対馬 

熊本県＝肥後 

大分県＝豊前+豊後 

宮崎県＝日向 

鹿児島県＝薩摩+大隅 

沖縄県＝琉球 
 

※区域は一致しない 

関東地方 

茨城県＝常陸+下総 

栃木県＝下野 

群馬県＝上野 

埼玉県＝武蔵 

千葉県＝上総+下総+安房 

東京都＝武蔵 

神奈川県＝相模+武蔵 



9 

 

 
○
江
戸
Ộ
明
治
の
地
名 

埼
玉
県
域
中
心 

                                      

古
沢
家
２
０
７
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿 

一 

例
義 

総
国
図
説 

建
置
沿
革 

」 

 
([

明
治
１
７.

４.

１
６] ,

１
８
８
４ , [

発
兌
人 

根
岸
武
香] , 

内
務
省
地
理
局
刊
行 , 

竪
帳) 

埼玉県域の郡 

秩父郡 

賀美郡 

 

児玉郡 

那珂郡 

榛沢郡 

幡羅郡 

大里郡 

男衾郡 

比企郡 

横見郡 

埼玉郡 

(北埼玉郡 ) 

 (南埼玉郡) 

入間郡 

高麗郡 

新座郡 

足立郡 

(北足立郡) 

北葛飾郡 

 

※時代により 

変遷あり 
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○
異
体
字
を
知
る
こ
と
で
読
め
る
こ
と
が
あ
る 

出
て
き
た
時
に
覚
え
て
お
こ
う 

 
古
文
書
に
は
常
用
漢
字
ば
か
り
が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

・
旧
字 

 

例
、「
国
」―

「
國
」 

 

・
異
体
字 

 

例
、「
州
」―

「
刕
」 

 

「
事
」―

「
叓
」 

 

・
合
字
、
合
略
か
な 

例
、「
コ
ト
」―

「
ヿ
」 

 

「
よ
り
」―

「
ゟ
」 

  

・
踊
り
字 

 
例
、「
佐
佐
木
」―

「
佐
々
木
」 

な
ど 

    

○
あ
き
も
と 

た
か
ふ
さ 

秋
元 

喬
房 

 

天
和
３―

元
文
３
⁔
９
⁔
５(

１
６
８
３―

１
７
３
８) 

 

江
戸
時
代
前
期
の
川
越
藩
主
。
喬
知
の
⾧
男
、
元
禄
１
０
年(

１
６
９
７)

に
伊
賀
守
に
叙
任
さ
れ
、
１
２
年
詰
衆
に
列
し
て
い

る
。
正
徳
４
年(

１
７
１
４)

９
月
２
９
日
父
喬
知
の
遺
領
を
継
い
で
川
越
藩
主
と
な
り
、
享
保
８
年(

１
７
２
３)

年
に
番
奏
者
に
就

任
す
る
。
１
０
年
に
但
馬
守
に
改
め
ら
れ
、
１
３
年
に
は
将
軍
吉
宗
の
日
光
社
参
に
供
奉
し
て
い
る
。
享
保
１
８
年
に
は
江
戸
城

の
堀
浚
い
役
を
勤
め
て
い
る
。
享
年
５
６
歳
。
遺
跡
は
、
養
子
の
喬
求
に
引
き
継
が
れ
る
。 

(

埼
玉
県
『
埼
玉
人
物
事
典
』
９
頁) 

○
知
行
地 

ち
ぎ
Ỹ
う
ち 

封
建
的
な
主
従
関
係
成
立
の
要
件
と
し
て
権
力
者
が
服
従
者
に
分
封
し
た
土
地
。
と
く
に
、
江
戸
時
代
、
大
名
が
家
臣
に
与
え
た

土
地
を
い
う
。
給
地
(
給
知
)、
給
領
、
給
所
、
知
行
所
と
も
い
う
。(

中
略) 

 

江
戸
幕
府
は
、
１
万
石
以
上
の
土
地
を
領
地
さ
せ
た
家
臣
を
大
名
と
公
称
し
た
が
、
そ
の
大
名
が
分
与
し
た
土
地
を
、
大
名
の

直
轄
地
で
あ
る
蔵
入
地 

(
く
ら
い
り
ち
) 

に
対
し
て
知
行
地
と
い
ỵ
た
。
幕
府
直
属
の
臣
下
で
、
１
万
石
未
満
の
旗
本
に
与
え

ら
れ
た
も
の
を
知
行
所
と
い
ỵ
た
。
こ
の
よ
う
な
知
行
形
態
を
地
方 

(
じ
か
た
) 

知
行
制
と
よ
ぶ
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、

武
士
は
城
下
町
に
集
住
さ
せ
ら
れ
、
知
行
地
も
分
散
・
相
給 

(
あ
い
き
ỷ
う
) 

形
態
に
な
り
、
知
行
権
も
し
だ
い
に
制
限
さ

れ
、
地
方
知
行
制
は
形
骸 

(
け
い
が
い
) 

化
し
て
、
そ
の
多
く
は
知
行
地
の
貢
租
額
に
相
当
す
る
一
定
の
禄
米 
(
ろ
く
ま
い
) 

を
支
給
さ
れ
る
蔵
米 

(
く
ら
ま
い
) 

知
行
制
に
変
わ
ỵ
た
。[

吉
武
佳
一
郎] 

 
 

 
 

 
 

(

『 

日
本
大
百
科
全
書
』) 

 

○
赤
尾
村
に
つ
い
て 

赤
尾
村 

あ
か
お
む
ら 

[
現
]
坂
戸
市
赤
尾 

島
田
し
ま
だ
村
の
東
に
あ
る
。
北
西
境
を
北
東
へ
流
れ
る
越
辺

お
ỵ
ぺ

川
が
北
端
で
流
れ
を
南
東
に
転
じ
、
東
境
を
流
れ
下
る
。
東
は
同

川
を
隔
て
比
企
郡
中
山
な
か
や
ま
村
(
現
川
島
町
)、
北
は
同
川
を
境
に
同
郡
正
代
し
よ
う
だ
い
村
(
現
東
松
山
市
)。
承
元
四
年

(
一
二
一
〇
)
三
月
二
九
日
の
小
代
行
平
譲
状
(
小
代
文
書
)
に
は
、
行
平
か
ら
養
子
俊
平
へ
譲
ら
れ
た
小
代
し
よ
う
だ
い
郷

(
現
同
上
)
の
村
々
の
う
ち
に
「
み
な
み
あ
か
を
の
む
ら
」
が
あ
る
。
現
越
生
お
ご
せ
町
最
勝
さ
い
し
よ
う
寺
旧
蔵
の
応
永
三
年

(
一
三
九
六
)
の
大
般
若
経
奥
書
に
「
赤
尾
阿
弥
陀
堂
海
禅
」
と
あ
る
(
武
蔵
史
料
銘
記
集
)。
戦
国
期
に
当
地
に
来
住
し
た
と
伝

え
る
安
野
・
森
田
・
林
・
池
田
・
山
崎
・
新
井
の
六
家
が
草
分
百
姓
と
さ
れ
る
(
元
禄
一
二
年
「
田
畑
町
歩
村
高
覚
」
森
田
家
文

書
)。
林
家
は
信
州
諏
訪
地
方
か
ら
来
住
し
た
土
豪
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
近
世
に
は
入
間
い
る
ま
郡
河
越
領
に
属
し
た
(
風
土
記

稿
)。
慶
⾧
二
年
(
一
五
九
七
)
の
入
西
郡
上
赤
尾
村
検
地
帳
写
(
森
田
家
文
書
)
が
田
方
分
の
み
残
り
、
田
四
五
町
五
反
余
、
大

学
・
兵
部
な
ど
六
名
の
分
付
主
の
も
と
に
分
付
百
姓
の
記
載
が
あ
る
。
田
園
簿
で
は
赤
尾
村
と
あ
り
、
田
七
七
二
石
余
・
畑
一
五

四
石
余
、
川
越
藩
領
(
一
七
七
石
余
)
と
旗
本
大
久
保
領
(
七
四
九
石
余
)。
ほ
か
に
川
越
藩
領
分
の
野
銭
永
一
貫
二
五
〇
文
、
大

久
保
領
分
の
野
銭
永
四
貫
文
が
あ
ỵ
た
。
川
越
藩
領
分
は
寛
文
四
年
(
一
六
六
四
)
の
河
越
領
郷
村
高
帳
で
は
高
一
八
五
石
余
、

反
別
は
田
一
五
町
三
反
余
・
畑
八
町
五
反
余
、
同
帳
に
付
け
加
え
ら
れ
た
新
田
分
は
高
二
八
石
余
、
反
別
は
田
二
町
三
反
余
・
畑
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一
町
三
反
余
と
あ
る
。
元
禄
一
一
年
(
一
六
九
八
)
以
前
に
全
村
が
川
越
藩
領
と
な
り
(「
村
明
細
帳
」
林
家
文
書
)、
以
後
幕
末

ま
で
川
越
藩
領
で
、
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
以
降
も
同
藩
領
(
同
三
年
「
領
分
替
引
渡
諸
役
用
向
筆
記
帳
」
安
野
家
文
書
)。 

(

以
下
略) 

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
１
１ 

埼
玉
県
の
地
名
』 

 

ま
と
め 

 

○
典
型
的
な
漢
字
の
く
ず
し
を
覚
え
る 

○
部
首
か
ら
探
す 

 

扁
と
旁
の
組
み
合
わ
せ 

○
頻
出
す
る
単
語
劣
言
い
回
し
を
覚
え
る 

 

差
上
申
劣
乍
恐 

 

协
表
題
に
も
な
る
卐 

    

御
座
候
劣
無
御
座
候 

 

無
相
違 

 

仍
而
如
件 

○
返
読
文
字 

無
劣
可
劣
被 

・
・
・
等 

○
文
書
の
種
類
に
よ
勂
て
典
型
的
な
語
句
を
覚
え
る 

协
例
卐
関
所
手
形
劣
往
来
手
形 

 
 

伊
勢
参
宮 

 
 

紛
無
御
座
候
劣 

 
 

無
相
違
御
通
シ
被
為
遊
可
被
下 

・
・
・
等 

 

林
家
文
書
に
つ
い
て 

协
一
卐
林
家 

・
林
家
は
入
間
郡
赤
尾
村
协
現
坂
戸
市
赤
尾
卐
に
居
を
構
え
た
旧
家
で
あ
る
劤
文
亀
年
間
协
一 

 

五
〇
一
卛
一
五
〇
四
劣
室
町
時
代
卐
に
信
濃
国
小
県
郡
林
郷
协
現
上
田
市
林
之
郷
カ
卐
か 

 

ら
移
住
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
劤
三
代
信
正
か
ら
代
々
赤
尾
村
下
分
の
名
主
を
務
め 

 

て
お
り
劣
功
績
に
よ
り
十
一
代
孝
蔵
劣
十
二
代
信
豊
は
苗
字
を
許
さ
れ
劣
十
三
代
信
海
は 

 

頭
取
名
主
格
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
劤
明
治
期
の
当
主
は
戸
長
劣
連
合
戸
長
劣
県
会
議
員
な 

 

ど
を
歴
任
し
て
い
る
劤
十
三
代
信
海
は
和
歌
を
詠
む
な
ど
文
人
と
し
て
も
活
躍
し
た
劤 

 

テ
キ
ス
ト
史
料
に
登
場
す
る
半
四
郎
は
八
代
信
之
で
劣
宝
永
三
年
协
一
七
〇
六
卐
か
ら
享 

 

保
二
十
年
协
一
七
三
五
卐
ま
で
名
主
役
を
務
め
て
い
る
劤 

协
ニ
卐
林
家
文
書 

・
総
点
数
一
〇
三
二
八
点 

近
世
文
書
約
八
五
％
劣
近
代
文
書
約
一
一
％
劣
典
籍
類
約
四
％ 

・
赤
尾
村
下
分
の
名
主
文
書
群
劣
林
信
海
の
文
化
活
動
や
林
家
の
家
文
書
群
劣
郷
土
史
研
究 

 

資
料
协
古
文
書
写
・
拓
本
・
典
籍
等
卐 

参
考
文
献 

 

埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
第
２
２
集
劫
林
家
文
書
目
録
劬
昭
和
６
１
年
协
１
９
８
６
卐 

地理院地図に加筆 


